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会計・監査ニュースフラッシュ 

JICPA、「会計制度委員会報告第15号 
「特別目的会社を活用した不動産の 
流動化に係る譲渡人の会計処理に関する 
実務指針」の改正について」等を公表 
 

日本公認会計士協会（JICPA）は、平成26年11月4日付で「会計制度委員会報告第15号「特

別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の改

正について」等を公表した。 

本改正は、JICPAが過去に公表した実務指針等のうち、公表以来永年にわたりメンテナンス

が行われていなかった実務指針等について棚卸を行った結果、所要の見直しの一環として、

現行の関連法令との整合性を図る軽微な字句修正以外にも、リスク負担割合に関する経過

措置規定の削除と不動産流動化取引の更新時の適用及び会計処理の明確化を行うもので

ある。 

 

改正の概要 

 

  

 リスク負担割合に関する経過措置の削除 

 平成13年3月31日までに行われた不動産流動化取引の譲渡時及び更新時に

ついて、リスク負担割合を「おおむね5％の範囲内」を「10％の範囲内」と読み替

えて適用することを認める経過措置が削除されている。 

 不動産流動化取引の更新時の適用及び会計処理の明確化 

 特別目的会社が発行する証券等の期限到来に伴う更新（リファイナンス）時に

おいては、更新（リファイナンス）時の適正な価額に基づきリスク負担割合を算

定し、リスクと経済価値のほとんど全てが移転していると認められない場合に

は、更新（リファイナンス）時に適正な価額によって買戻しが行われたものとして

処理する。 

 ただし、更新（リファイナンス）が、譲渡人の当初のリスク負担の金額（＝当初流

動化時に本実務指針に基づきリスク負担割合を算定した際のリスク負担の金

額）の増加を伴わないものである場合には、当初の会計処理（改正前のリスク

負担割合を10％の範囲内とする経過措置を適用した場合の処理を含む）を見

直す必要はないとされている。 

 適用時期  

平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用する。 
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会計・監査ニュースフラッシュ 

改正実務指針等 

 会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の

会計処理に関する実務指針」 

 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針

についてのQ&A」 

 監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上

の留意点についてのQ&A」 

 

公開草案からの変更点 

公開草案から変更された主な内容は、以下のとおりである。 

 更新時の適用及び会計処理における例外的な取扱いの追加 

更新（リファイナンス）が譲渡人の当初のリスク負担の金額（＝当初流動化時に本実務指針

に基づきリスク負担割合を算定した際のリスク負担の金額）の増加を伴わない場合の取扱い

が追加された。 

 

コメントへの対応 

 更新時におけるリスク負担割合の算定において採用する時価 

更新（リファイナンス）時におけるリスク負担割合の算定において、単純に負債の更新（リファ

イナンス）のみを行う場合も踏まえ、「当初譲渡時の時価」に基づいて算定できる場合も設け

るべきとのコメントがなされた。これに対応して、更新（リファイナンス）時の適用及び会計処

理について例外的な取扱いが追加されている。 

 リスク負担割合に関する経過措置の削除の撤廃 

実務的影響を踏まえ、リスク負担割合に関する経過措置について今後も認めるべきとのコメ

ントがなされた。この点、更新（リファイナンス）時の適用及び会計処理の例外的な取扱いは

経過措置を用いていた場合も適用されることを明示することにより、経過措置自体は削除す

ることとしている。 
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